
   久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成２２年久喜市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。 

第５条の３第１号中「１箇月」を「１か月」に改める。 

 第５条の４第１項中「６箇月」を「６か月」に、「１箇月」を「１か月」に改

める。 

 第５条の９中「条例第１５条第１項に規定する要介護者」の次に「（以下「要

介護者」という。）」を加える。 

 第５条の１２第１項第１号ア（ア）中「１箇月」を「１か月」に改め、同項第

２号ア中「１箇月」を「１か月」に改め、同号ウ中「１箇月ごとに」を「１か月

ごとに」に、「１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月」を「１か月、２か

月、３か月、４か月及び５か月」に、「１箇月当たり」を「１か月当たり」に改

め、同号エ中「１箇月」を「１か月」に、「６箇月」を「６か月」に改め、同条

第３項中「６箇月」を「６か月」に改める。 

 第１１条の３第１項中「第２３条第２項第５号」を「第２３条第１項第１８

号」に改める。 

 第２２条第１項各号を次のように改める。 

 （１） この項の規定により年次有給休暇が認められている職員以外の職員

（第４号に規定する特定職員を除く。次号において同じ。）であって、６か

月以上の任期を定めて採用されたもの又は６か月以上の期間を定めて任期を

更新されたものである場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定

める日数 

  ア 次の（ア）から（ウ）までに掲げる職員 ６か月以上の任期を定めて採

用された日又は６か月以上の期間を定めて任期を更新された日（以下この

項において「特定日」という。）以後の１年間において１０日 

   （ア） １週間の勤務日が５日以上とされている職員 



   （イ） １週間の勤務日が４日以下とされている職員で、１週間の勤務時

間が２９時間以上であるもの 

   （ウ） 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、１年間の

勤務日が２１７日以上であるもの 

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる職員 特定日以後の１年間において、次

の（ア）に掲げる職員にあっては別表第２の上欄に掲げる１週間の勤務日

の日数の区分に応じ、次の（イ）に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲

げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日

数 

   （ア） １週間の勤務日が４日以下とされている職員（１週間の勤務時間

が２９時間以上である職員を除く。） 

   （イ） 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、１年間の

勤務日が４８日以上２１６日以下であるもの 

 （２） この項の規定により年次有給休暇が認められている職員以外の職員で

あって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める日数 

  ア 前号ア（ア）から（ウ）までに掲げる職員のうち、継続勤務を開始した

日から６か月間継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤したもの 次の１年

間において１０日 

  イ 前号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日か

ら６か月間継続勤務し、全勤務日の８割以上出勤したもの 次の１年間に

おいて、同号イ（ア）に掲げる職員にあっては別表第２の上欄に掲げる１

週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ（イ）に掲げる職員にあっては

同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に定める日数 

 （３） 第１号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員（この



号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員を含む。）である

場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数 

  ア 第１号ア（ア）から（ウ）までに掲げる職員で、特定日（同号に掲げる

場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。）から

１年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの１年間の全勤務日の

８割以上出勤したもの それぞれ次の１年間において、１０日に、別表第

３の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下

欄に掲げる日数を加算した日数 

  イ 第１号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員で、特定日から１年以上継続勤

務し、特定日から起算してそれぞれの１年間の全勤務日の８割以上出勤し

たもの それぞれ次の１年間において、同号イ（ア）に掲げる職員にあっ

ては別表第４の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ

（イ）に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる１年間の勤務日の日数

の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務

期間の区分ごとに定める日数 

 （４） 第２号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員（この

号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員を含む。）又は特

定職員（継続勤務を開始した日から６か月を超えて継続勤務している職員で

あって、同日以後において年次有給休暇が認められていないものをいう。）

である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数 

  ア 第１号ア（ア）から（ウ）までに掲げる職員で、継続勤務を開始した日

から１年６か月以上継続勤務し、継続勤務期間が６か月を超えることとな

る日（以下この号において「６月経過日」という。）から起算してそれぞ

れの１年間の全勤務日の８割以上出勤したもの それぞれ次の１年間にお

いて、１０日に、別表第３の上欄に掲げる６月経過日から起算した継続勤

務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数 



  イ 第１号イ（ア）又は（イ）に掲げる職員で、継続勤務を開始した日から

１年６か月以上継続勤務し、６月経過日から起算してそれぞれの１年間の

全勤務日の８割以上出勤したもの それぞれ次の１年間において、同号イ

（ア）に掲げる職員にあっては別表第４の上欄に掲げる１週間の勤務日の

日数の区分に応じ、同号イ（イ）に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲

げる１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる６

月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数 

 第２２条に次の１項を加える。 

６ 第１項第４号に該当する場合において、別表第３又は別表第４の規定を適用

するときは、別表第３及び別表第４の規定中「特定日」とあるのは「６月経過

日」と読み替えるものとする。 

 第２３条第１項第１号中「６箇月」を「６か月」に、「別表第４」を「別表第

５」に改め、同項第４号中「及び第１３号並びに次項第５号及び第６号」を「、

第１３号、第１８号及び第１９号」に改め、同項第６号中「６箇月（１箇月」を

「６か月（１か月」に、「７箇月から９箇月まで」を「７か月から９か月まで」

に、「１０箇月」を「１０か月」に改め、同項第１６号中「６箇月」を「６か

月」に、「３箇月」を「３か月」に、「別表第５」を「別表第６」に改め、同項

に次の４号を加える。 

 （１７） 条例第１４条第２項第８号に掲げる場合 １日２回それぞれ３０分

間（男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以

外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけ

るこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準

法第６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日２回

それぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期

間を超えない期間） 

 （１８） 対象児童を養育する会計年度任用職員が、次に掲げる場合において、



勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において５日（そ

の養育する対象児童が２人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

  ア 対象児童の看護（負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをい

う。）を行う場合 

  イ 対象児童の疾病の予防を図るために必要なものとして第１１条の３第１

項に規定する世話を行う場合 

  ウ 学校保健安全法第２０条の規定による学校の休業その他これに準ずるも

のとして第１１条の３第２項に規定する事由により対象児童の世話を行う

場合 

  エ 対象児童の教育又は保育に係る行事のうち第１１条の３第３項に規定す

るものに参加する場合 

 （１９） 要介護者の介護その他の第１１条の４に規定する世話を行う会計年

度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められ

る場合 一の年度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１

０日）の範囲内の期間 

 （２０） 条例第１４条第２項第２１号に掲げる場合 その都度必要と認める

期間 

 第２３条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を

加える。 

 （４） 通勤上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間 

 第２３条第２項第５号から第７号までを削り、同条第３項中「及び第１３号並

びに前項第５号及び第６号」を「、第１３号、第１８号及び第１９号」に改める。 

 第２４条第１項中「６箇月」を「６か月」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条の３関係） 

在職期間 日数 



１か月に達するまでの期間 ２日 

１か月を超え２か月に達するまでの期間 ３日 

２か月を超え３か月に達するまでの期間 ５日 

３か月を超え４か月に達するまでの期間 ７日 

４か月を超え５か月に達するまでの期間 ８日 

５か月を超え６か月に達するまでの期間 １０日 

６か月を超え７か月に達するまでの期間 １２日 

７か月を超え８か月に達するまでの期間 １３日 

８か月を超え９か月に達するまでの期間 １５日 

９か月を超え１０か月に達するまでの期間 １７日 

１０か月を超え１１か月に達するまでの期間 １８日 

１１か月を超え１年未満の期間 ２０日 

別表第３を削る。 

 別表第２中「６箇月経過日」を「特定日」に改め、同表を別表第３とし、別表

第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第２２条関係） 

１週間の勤務

日の日数 

４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務

日の日数 

１６９日から 

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

日数 ７日 ５日 ３日 １日 

 別表第５を別表第６とし、別表第４を別表第５とし、同表の前に次の１表を加

える。 

別表第４（第２２条関係） 

１週間の勤務日の日数 ４日 ３日 ２日 １日 



１年間の勤務日の日数 １６９日から 

２１６日まで 

１２１日から 

１６８日まで 

７３日から 

１２０日まで 

４８日から 

７２日まで 

特定日から

起算した継

続勤務期間 

１年 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年以上 １５日 １１日 ７日 ３日 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和７年９月３０日以前から継続勤務している会計年度任用職員の年次有給

休暇については、なお従前の例による。 

 （令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに６か月以上の任期を定め

て採用された会計年度任用職員等の年次有給休暇に係る特例） 

３ 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに６か月以上の任期を定め

て採用された会計年度任用職員又は６か月以上の期間を定めて任期を更新され

た会計年度任用職員（前項に規定する会計年度任用職員を除く。）に対するこ

の規則による改正後の久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第２

２条の規定の適用については、同条第１項第１号ア中「６か月以上の任期を定

めて採用された日又は６か月以上の期間を定めて任期を更新された日」とある

のは、「令和８年４月１日」とする。 

 


